
○ 島 本 町 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 事 業 の 人 員 及 び 運 営

並びに介護予防ケアマネジメントに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める規則  

平成２９年３月１４日  

規則第９号  

改正  平成３０年３月３０日規則第１７号  

（趣旨）  

第１条  この 規 則は、介 護保 険 法施行規 則（ 平 成１１年 厚生 省令

第 ３ ６ 号 ） 第 １ ４ ０ 条 の ６ ３ の ６ の 規 定 に 基 づ き 、 介 護 保 険 法

（ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 １ １ ５ 条 の ４ ５ 第 １ 項 第 １ 号 ニ

に 規 定 す る 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 （ 以 下 「 介 護 予 防 ケ ア マ ネ

ジ メ ン ト 」 と い う 。 ） の う ち 、 同 法 第 ８ 条 の ２ 第 １ ６ 項 に 規 定

す る 介 護 予 防 支 援 に 相 当 す る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト （ 以 下

「介護予防ケアマネジメント A」という。）及び介護予防ケアマ

ネジメント Aの基準を緩和したケアマネジメント（以下「介護予

防ケアマネジメント B」という。）の事業の人員及び運営並びに

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支

援の方法に関する基準を定めるものとする。  

（基準）  

第 ２ 条  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト A及 び 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ

ント Bの基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の

方法に関する基準（平 成１８年厚生労働省令第３７号。以下「介



護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 基 準 」 と い う 。 ） に 定 め る 介 護 予 防 の

ための効果的な支援の方法に関する基準によるものとする。  

２  介護予防ケアマネジメント Bについての基準は、前項の規定 に

か か わ ら ず 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 基 準 第 ３ ０ 条 第 ９ 号 に

規 定 す る サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を 省 略 で き る も の と し 、 同 条 第 １

６号に規定するモニタリングを必要に応じて行うものとする 。  

３  介護 予防 ケ アマネジ メン ト 基準第２ ８条 第 ２項に規 定す る記

録 の 保 存 期 間 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 記 録

に係る介護予防サービス計画の完結の日から５年間とする。  

（平３０規則１７・一部改正）  

（その他）  

第３条  この 規 則に定め るも の のほか、 介護 予 防ケアマ ネジ メン

ト の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に 係

る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 に 関 し 必

要な事項は、町長が別に定める。  

附  則  

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則（平成３０年３月３０日規則第１７号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  改正 後の 第 ２条第３ 項の 規 定は、 こ の規 則 の施行の 日前 に整

備 さ れ た 記 録 で あ っ て 、 保 存 期 間 が 満 了 し て い な い も の に つ い



て適用する。  

 


